
社会保障・税に関わる番号制度の検討経緯及び今後のスケジュール 

「平成22年度税制改正大綱」（閣議決定） 

「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」（以下「検討会」）の設置 

「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」（以下「実務検討会」）の設置 

検討会において「中間とりまとめ」を公表 

「中間とりまとめ」のパブリックコメントを実施 

実務検討会において「中間整理」をとりまとめ 

政府・与党本部において「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」を決定 

「政府・与党社会保障改革検討本部」（以下「政府・与党本部」）の設置 

平成21年12月21日 

平成22年 2月 5日 

平成22年 6月29日 

平成22年 7月16日 
          ～8月16日 

平成22年10月28日 

平成22年11月 9日 

平成22年12月 3日 

平成23年 1月31日 

「社会保障改革の推進について」（閣議決定） 平成22年12月14日 

平成23年 4月28日 実務検討会において 「社会保障・税番号要綱」 をとりまとめ  

平成23年 6月30日 政府・与党本部において 「社会保障・税番号大綱」 を決定、「番号」の名称を「マイナンバー」に
決定  

平成23年 7月７日 
          ～8月6日 

「社会保障・税番号大綱」のパブリックコメントを実施 

平成23年 秋以降 可能な限り早期に「番号法」 案、関係法律の改正案を国会へ提出 

    法案成立後 可能な限り早期に第三者機関を設立 

平成26年 6月 個人に「マイナンバー」、法人等に「法人番号」を交付 

平成27年 1月以降 社会保障、税分野のうち、可能な範囲で「マイナンバー」の利用開始 

平成30年を目途に 利用範囲の拡大を含めた番号法の見直しを引き続き検討 



  

 番号制度の導入時期については、制度設計や法案の成立時期に

より変わり得るものであるが、以下を目途とする。 

 Ｈ23年秋以降 可能な限り早期に番号法案及び関係法案の国
会提出 

 法案成立後、可能な限り早期に第三者機関を設置 

 Ｈ26年6月 個人に「番号」、法人等に「法人番号」を交付 
 Ｈ27年1月以降 社会保障分野、税務分野のうち可能な範囲で「番

号」の利用開始 
 Ｈ30年を目途に利用範囲の拡大を含めた番号法の見直しを引き続

き検討 

 
 
 

 
 税務署に提出される法定調書のうち、名寄せが困難なもの

については活用に限界 
 より正確な所得・資産の把握に基づく柔軟できめ細やかな

社会保障制度・税額控除制度の導入が難しい 
 長期間にわたって個人を特定する必要がある制度の適正

な運営が難しい（年金記録の管理等） 
 医療保険などにおいて関係機関同士の連携が非効率 
 養子縁組による氏名変更を濫用された場合に個人の特定

が難しい                              等 

 
 

 継続的な健診情報・予防接種履歴の確認 
 乳幼児健診履歴等の継続的把握による児童虐待等の

早期発見 
 難病等の医学研究等において、継続的で正しいデータ

の蓄積が可能となる 
 地域がん登録等における患者の予後の追跡が容易と

なる 
 介護保険被保険者が市町村を異動した際、異動元で

の認定状況、介護情報の閲覧が可能となる 
 各種行政手続における診断書添付の省略 
 年金手帳、医療保険証、介護保険証等の機能の一元

化 

 
 

 
 少子高齢化（高齢者の増加と労働力人口の減少） 
 格差拡大への不安 
 情報通信技術の進歩 
 制度・運営の効率性、透明性の向上への要請 
 負担や給付の公平性確保への要請 

 
 

 
 

理念 

背景 

番 号 導 入 

課題 
複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報である
ということの確認を行うための基盤がないため、 

 番号を用いて所得等の情報の把握とその社会保障や税へ
の活用を効率的に実施 

 真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充実 
 負担・分担の公正性、各種行政事務の効率化が実現 
 ＩＴ化を通じ効率的かつ安全に情報連携を行える仕組みを

国・地方で連携協力しながら整備し、国民生活を支える社会
的基盤を構築 

 ＩＴを活用した国民の利便性の更なる向上も期待 

効果 

 
 より公平・公正な社会の実現 
 社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会の実現 
 行政に過誤や無駄のない社会の実現 
 国民にとって利便性の高い社会の実現 
 国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会

の実現 

将来 

現在 
２．番号制度で何ができるのか １.番号制度導入の趣旨 
 
 

 「総合合算制度（仮称）」の導入 
 高額医療・高額介護合算制度の現物給付化 
 給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止 

（１）よりきめ細やかな社会保障給付の実現 

（２）所得把握の精度の向上等の実現 

 
 

 災害時要援護者リストの作成及び更新 
 災害時の本人確認 
 医療情報の活用 
 生活再建への効果的な支援 

 
 
 

 各種社会保険料の支払や、サービスを受けた際に支
払った費用（医療保険・介護保険等の費用、保育料等）
の確認 

 制度改正等のお知らせ 
 確定申告等を行う際に参考となる情報の確認 

 
 

 所得証明書や住民票の添付省略 
 医療機関における保険資格の確認 
 法定調書の提出に係る事業者負担の軽減 

（３）災害時における活用 

（４）自己の情報や必要なお知らせ等の情報を 
  自宅のパソコン等から入手できる 

（５）事務・手続の簡素化、負担軽減 

（６）医療・介護等のサービスの質の向上等 

３.番号制度に必要な３つの仕組み 
付番 新たに国民一人ひとりに、唯一無二の、民-民-官で利用

可能な、見える「番号」を最新の住所情報と関連づけて付番す
る仕組み 

情報連携 複数の機関において、それぞれの機関ごとに「番
号」やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐
付し、紐付けられた情報を活用する仕組み 

本人確認 個人や法人が「番号」を利用する際、利用者が「番
号」の持ち主であることを証明するための本人確認（公的個人
認証サービス等）の仕組み 

システム上の安全措置 

•「番号」に係る個人情報の分散
管理 

•「番号」を用いない情報連携 

•個人情報及び通信の暗号化 

•アクセス制御       等 

 

 

国家管理（一元管理）への懸念 
名寄せ・突合により集積・集約された個人情報の漏えい等

の危険性への懸念 
不正利用による財産その他の被害発生への懸念 

 
制度上の保護措置 

• 第三者機関の監視 
• 法令上の規制等措置（目
的外利用の制限、閲覧・複
写の制限、告知要求の制限、
守秘義務等） 

• 罰則強化     等 

住民基本台帳ネットワークシステム最高裁合憲判決（最判平
成20年3月6日）を踏まえた制度設計 

 

４.安心できる番号制度の構築 

５.今後のスケジュール 

H23.6.30政府・与党社会保障改革検討本部決定 



○番号法の構成（イメージ） 

Ⅰ 基本理念 

Ⅱ 個人に付番する「番号」 

 「番号」の付番、変更、失効 

Ⅲ 「番号」を告知、利用する手続 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 国民年金及び厚生年金保険、確定給付年金及び確定拠出年金、共済

年金、恩給等の被保険者資格に係る届出、給付の受給及び保険料に関

する手続 

• 健康保険（国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に関

する短期給付を含む）及び国民健康保険法等の被保険者資格に係る届

出、保険料に関する手続 
• 母子保健法、児童福祉法等による医療の給付の申請、障害者自立支援

法による自立支援給付の申請に関する手続 

• 介護保険の被保険者資格に係る届出、保険給付の受給、保険料に関す

る手続 

 

• 児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害給付金等の支給申請に

関する手続 
• 生活保護の申請や各種届出に関する手続 

• 母子寡婦福祉資金貸付、生活福祉資金貸付の申請に関する手続 

 

• 社会保障及び地方税の分野の手続のうち条例に定めるもの 

• 災害等の異常事態発生時の金融機関による預金等の払戻し等に係る利

用 

• 雇用保険の被保険者資格に関する届出、失業等給付の受給、公共職業

安定所への求職申込、労災保険給付の支給に関する手続 

• 国税又は地方税に関する法令若しくは地方税に関する法令に基づく条例

の規定により税務署長等又は地方公共団体に提出する書類への記載及

びこれに係る利用 
• 国税又は地方税に関する法令若しくは地方税に関する法令に基づく条例

の規定に基づき、税務職員等又は地方公共団体の職員等が適正かつ公

平な国税又は地方税の賦課及び徴収のために行う事務に係る利用 

○情報の機微性に応じた特段の措置 

 医療分野等における個人情報保護法の特別法を整備 

  （医療分野等の特に機微性の高い医療情報等の取扱い 

   に関し、個人情報保護法又は番号法の特別法として、 

   特段の措置を定める法制を番号法と併せて整備。） 

年金分野 

医療分野 

介護保険分野 

福祉分野 

税務分野 

労働保険分野 

その他 

ⅩⅢ 法人等に対する付番 

 付番、変更、通知 

 検索及び閲覧（法人等基本３情報（商号又は名称、本店

又は主たる事務所の所在地、会社法人等番号）に係る検

索、閲覧サービスの提供） 

 「法人番号」の適切な利用に資する各種措置 

 法人等付番機関（国税庁） 

ⅩⅡ 罰則 

 行政機関、地方公共団体又は関係機関の職員等を主体
とするもの 

 行政機関の職員等以外も主体となり得るもの 

 委員会の委員長等に対する守秘義務違反 

ⅩⅠ 第三者機関 

 設置等（内閣総理大臣の下に委員会を置く） 

 権限、機能（調査、助言、指導等） 

Ⅹ マイ・ポータルへのログイン等に必要なＩＣカード  

 交付 

 公的個人認証サービスの改良 

Ⅸ 自己情報の管理に資するマイ・ポータル 

 設置、機能、運営機関（情報連携基盤の運営機関と同一の機関
とする） 

 

Ⅷ 情報連携 

 「番号」に係る個人情報の提供等（情報連携基盤を通じて情報の
提供が行われること。） 

 情報連携の範囲 

 住基ネットの基本４情報（住所、氏名、生年月日、性別）との同期
化 

 情報連携基盤の運営機関 

Ⅶ 「番号」を生成する機関 

 組織形態（地方共同法人） 

 市町村への「番号」の通知 

 情報保有機関との関係（情報保有機関は番号生成機関に対し、
基本４情報（住所、氏名、生年月日、性別）の提供を求めることが
できること。） 

Ⅵ 「番号」に係る個人情報の保護及び適切な利用に 

 資する各種措置 

 「番号」の告知義務、告知要求の制限、虚偽告知の禁止 

 閲覧、複製及び保管等の制限 

 委託、再委託等に関する規制 

 守秘義務、安全管理措置義務 

 「番号」に係る個人情報へのアクセス及びアクセス記録の確認 

 代理の取扱い 

 情報保護評価の実施 

Ⅴ 「番号」に係る本人確認等の在り方 

 本人確認及び「番号」の真正性確保措置 

 「番号」のみで本人確認を行うことの禁止 

Ⅳ 「番号」に係る個人情報 
 番号 
 左記Ⅲに掲げる手続のために保有される個人情報 
 



  社会保障･税番号制度の法律事項に関する概要の要点   
 
 
○番号制度は内閣府が所管し、その法律の通称は、「マイナ 
 ンバー法」とする。 
○個人番号の通知等及び番号カードの所管は総務省、法人 
 番号の通知等は国税庁 
○情報連携基盤は内閣府と総務省の共管 

 
 
１ 総則 
○国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図り、国民 
 が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与すること 
 を目的とする。 
○個人番号は次のことを基本理念として取り扱う。 
 ・個人の権利利益が保護されるものであること 
 ・社会保障制度及び税制における給付と負担の適切な関 
 係が維持されるものであること 
 ・行政における申請、届出その他の手続等の合理化が 図 
 られること 
 ・自己に関する個人情報の簡易な確認の方法が得られる 
 等国民生活の充実に資するべきものであること 
        

２ 個人番号 
○市町村長は、個人番号を定め、書面により通知 
○市町村長は、個人番号の生成に係る処理を地方公共 
 団体情報処理機構（仮称）に要求 
○一定の要件に該当した場合のみ、個人番号は変更可能 
○個人番号の利用範囲をマイナンバー法に明記。地方公共 
  団体の独自利用や災害時の金融機関での利用も可能 
○本法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供又 
 は告知を求めることは禁止 
○本人から個人番号の告知を受ける場合、番号カードの 
 提示を受ける等の本人確認を行う必要 
 

３ 番号個人情報の保護等 
（１） 番号個人情報の保護 
○マイナンバー法の規定によるものを除き、番号個人情報 
  の収集・保管、番号個人情報ファイルの作成を禁止 
○個人番号取扱者の許諾のない再委託は禁止 
○番号情報保護委員会は情報保護評価指針を作成･公表 
○行政機関の長等は、情報保護評価を実施し、情報保護評 
 価報告書を作成・公表 

（２） 情報連携  
○番号個人情報の提供は原則禁止。情報連携基盤を使用して行う 
  場合など、マイナンバー法の規定によるもののみ可能 
○同一内容の情報が記載された書面の提出を複数の番号 
 関係手続において重ねて求めることがないよう、相互に連 
 携して情報の共有及びその適切な活用に努める 
○情報連携基盤の所管大臣は、情報提供者及び情報照会 
 者へ本人の個人番号を特定することができる符号を通知 
○情報連携基盤を使用して番号個人情報の提供を求められ 
 た場合、当該番号個人情報の提供義務あり  
○情報提供の記録は情報連携基盤に保存 

（３） 個人情報保護法等の特例 
○情報連携基盤上の情報提供の記録について、マイ・ポー  
 タル又はその他の方法により開示 
○任意代理人による番号個人情報の開示請求等が可能 
○本人同意があっても番号個人情報の第三者への目的外 
 提供は禁止 
○地方公共団体等における必要な措置 
   
４ 番号情報保護委員会 
○内閣府設置法第４９条第３項の規定に基づく、いわゆる 
 三条委員会として設置 
○所掌事務 
 ・番号個人情報の取扱いに関する監視又は監督 
 ・情報保護評価に関すること  など 
○組織・任期等 
 ・委員長及び最大６人の委員をもって組織。任期は５年。 
 ・委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣 
  が任命。 
 ・委員は、個人情報の保護に関する学識経験者、情報処 
   理技術に関する学識経験者、社会保障制度や税制に関 
   する学識経験者、民間企業の実務経験を有する者、地方 
  公共団体の全国的連合組織の推薦する者等で構成。 
 ・委員長、委員、職員等の守秘義務、給与、政治活動の禁 
  止等を規定 
 ・委員会は指導、助言、勧告、命令、報告及び立入検査 
   の実施権限、委員会規則の制定権あり 
 ・委員会は内閣総理大臣に意見を述べることができる 
 ・委員会は毎年国会に処理状況を報告、概要を公表 
   
５ 法人番号 
○国税庁長官は法人番号を指定、通知。法人等の名称、所 
 在地等と併せて法人番号を公表。ただし、人格のない社団 
 等の所在地等の公表は予め同意のあるものに限る。 
○行政機関の長等は、番号法人情報の授受の際、法人番 
 号を通知して行う。 

Ⅰ．名称、所管 

Ⅱ．制度の内容    

６ 雑則 
○番号カード 
 ・市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳に記 
  録されている者に対し、その者の申請により、番号カード 
  を交付 
 ・市町村長その他の市町村の執行機関は、条例で定める 
  ところにより、番号カードを利用可能。 
○事務の区分 
 ・個人番号の通知、変更等の市町村長が処理する事務 
  の区分は法定受託事務。 
 
７ 罰則 
   以下のような行為に対する罰則を設ける。 
○個人番号を取り扱う行政機関の職員や事業者等が正当 
  な理由なく番号個人情報等を含むファイルを提供したと 
   き 
○個人番号を取り扱う行政機関の職員や事業者等が業務 
   に関して知り得た番号個人情報等を正当な理由なく提供 
   又は盗用したとき 
○情報連携事務に従事する者等が情報連携事務に関して 
    知り得た電子計算機処理等の秘密を漏らしたとき 
○行政機関の職員等が不当な目的で個人番号が記録され 
    た文書、図画又は電磁的記録を収集したとき 
○人を欺き、暴行を加え、脅迫する行為により、又は財物 
   の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の行 
   為により個人番号等を取得したとき 
○偽りその他不正の手段により、番号カードの交付を受け 
   たとき 
○番号情報保護委員会の職員等が職務上知り得た秘密を 
   漏らしたとき 
○番号情報保護委員会による検査を拒むなどしたとき 
○番号情報保護委員会の命令に違反したとき 
 
８ その他 
○マイナンバー法の施行後５年を目途として、本法の施行 状況等 
      を勘案し、本法の規定について検討を加え、その結果に応じて 
      利用範囲の拡大を含めた所要の見直しを行う 
 
 
 
○準備行為等に係る規定・・・公布日 
○番号情報保護委員会に係る規定・・・平成25年1月～6月 
○個人番号、法人番号、番号カードに係る規定 
               ・・・公布日から３年を超えない範囲 
○情報連携に係る規定・・・公布日から４年を超えない範囲 

Ⅲ．制度の施行期日    

平成23年12月16日 
社会保障・税に関わる番号制度に 

関する実務検討会決定 



医療等の分野の機微性の高い個人情報について特段の措置等を検討 

総合運用テスト 

2015年 2012年 2013年 2014年 （H23） 
（H24） （H25） （H26） （H27） 

制度構築 

  

基本設計 
  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
提
出 

国民対話 

与野党協議 

システム構築 

順次、マイナンバーの利用開始 
 
【27年1月から利用する手続のイメージ】 
○社会保障分野 
 ・年金に関する相談・照会 
○税分野 
 ・申告書・法定調書等への記載 
○防災分野 
 ・要援護者リストへのマイナンバー記載 
  ※ただし、事前に条例の手当てが必要 

システム要件定義 実証事業 

詳細設計 プログラム設計、単体テスト 

社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ 

法案 
成立 

政省令 

情報保護評価ガイドライン作成 （情報保護評価ＳＷＧ） 

☆『マイナンバー法案』を24年通常国会に提出 
１．番号交付：市町村長が個人にマイナンバーを通知、国税庁長官が法人等に法人番号を指定。 
２．利用範囲：「税＋社会保障＋防災の各分野」から開始。  
         医療等の分野については、まずは医療保険者における手続で利用。 
３．情報連携：番号個人情報の提供は原則禁止。番号個人情報の授受は法律に規定したものに限り可能。 
４．個人情報保護：三条委員会型の第三者機関を内閣府に設置、罰則の強化等により抑止力を向上。 

☆その他各府省の関連法令の改正が必要。 
 関係法律の改正を『マイナンバー法整備法案』として国会に提出 
 ・住民基本台帳法 
 ・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 
 ・商業登記法 
 ・内閣府設置法 
 ・総務省設置法 
 ・財務省設置法  などが想定される。 

2011年 
 H23.12 

地方公共団
体等と調整 

第
三
者
機
関
設
置  

番
号
制
度
の
法
律
事
項
に
関
す
る
概
要 

委員国会同意 

2016年 
（H28） 

特
別
法
案
提
出 

法案 
成立 

政省令 

番号 
通知 

工程管理支援業務 

 
 

      
情報連携基盤の運用開始 
マイ・ポータルの運用開始 

 
28年1月より、国の 
機関間の連携から 
開始し、28年7月を 
目途に地方公共団 
体との連携について 
も開始。 

 

４７都道府県リレーシンポジウム 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
整
備
法
案
出 

情報保護評価の実施・承認等 

委員国会同意 委員国会同意 

番号制度の国民広報 

政
府

･

与
党
社
会
保
障
改
革
本
部

 

「
番
号
制
度
の
法
律
事
項
に
関
す
る
概
要
」 

情報連携基盤等の監査 

委員会規則 

番号カードの交付 

ｾﾝﾀｰ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ構築 

平成23年12月16日 
社会保障・税に関わる番号制度に 

関する実務検討会決定 




